
北九州市宿泊税条例施行規則をここに公布する。 

令和２年２月２６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第６号 

北九州市宿泊税条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市宿泊税条例（令和元年北九州市条例第３５号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例に

よる。 

（宿泊料金） 

第３条 条例第２条第３号の宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で

定めるものは、宿泊者が宿泊に関して宿泊施設に支払うべき金額（当該宿泊

に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして当該宿泊者以外の

者が当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額を含む。）から次に掲

げる額を除いた金額とする。 

（１） 飲食、遊興、宿泊の用に供しない施設の利用その他これらに類する

行為の対価に相当する額 

（２） 消費税、地方消費税その他の税の額に相当する額 

（３） 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものと認めるも

のに相当する額 

（申告期限の特例の要件等） 

第４条 条例第１２条第２項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該

当することとする。 

（１） 次項の申請書を提出した日の属する月（以下「申請月」という。）

の前１２月間（以下「要件適用期間」という。）における宿泊税の納入す

べき金額の宿泊施設ごとの合計額が１８０万円以下であること。 

（２） 条例第１２条第３項の規定による承認の取消しを受けた者にあって

は、当該取消しの日から１年を経過していること。 

（３） 要件適用期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加

算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適

正に行われていると認められること。 

（４） 要件適用期間において、市税に係る徴収金を滞納していないこと。 



（５） 申請月の１２月前の月の初日までに、宿泊施設の経営を開始し、か

つ、条例第９条第１項の申告書を提出していること。 

（６） 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保

に支障がないと認められること。 

２ 条例第１２条第２項の承認を受けようとする者は、前項各号に掲げる要件

に係る事項その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項に規定する申請に対する処分を決定したときは、当該決定の

内容その他必要な事項を記載した通知書により、当該申請をした者に通知す

るものとする。 

（諸様式） 

第５条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる

。ただし、市長は、当該様式により難い特別の理由があるときは、これを適

宜補正することができる。 

（１） 条例第９条第１項の申告書の様式 第１号様式 

（２） 条例第１０条第１項の申告書又は申請書の様式 第２号様式 

（３） 条例第１０条第２項の申請書 第３号様式 

（４） 条例第１２条第１項の納入申告書の様式 第４号様式 

（５） 前条第２項の申請書 第５号様式 

（６） 前条第３項の通知書 第６号様式 

（７） 条例第１３条第２項の申請書の様式 第７号様式 

 （賦課徴収） 

第６条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、北九州

市市税条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第５８号）の定めるところに

よる。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、財政局長

が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日から令和３年３月３１日までの間における第４条第１

項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 



第１号 提出した日 提出した日（令和２年７月

１日から令和３年３月３１

日までの間に限る。） 

 １２月間（以下「要件適用

期間」という。） 

３月間 

 １８０万円 ４５万円 

第３号 要件適用期間 条例の施行の日から申請月

の前月の末日までの間 

第４号 要件適用期間 申請月の前１２月間 

第５号 、宿泊施設 宿泊施設 

 、条例第９条第１項の 、条例付則第４項の規定に

より条例第９条第１項の規

定の例による 



第１号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４）  



第２号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 



第３号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 



第４号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 



第５号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 



第６号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 



第７号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 


